補装具の販売又は修理に係る重要事項説明書（例）

本書は、利用者様のサービス選択に資するために、当社の方針を記したものです。

１．当社の概要
	名　称
	○○法人　○○

	所在地
	○○県××市△△町◇丁目▽番地

	電話番号
	○○－○○○○―○○○○

	ＦＡＸ番号
	○○－○○○○―○○○○

	Ｅメールアドレス
	○○＠○○

	代表者役職及び氏名
	理事長　 ○○ ○○

	設立年月日
	昭和○年○月○日

	他の業務
	


２．事業所の概要

	事業所の名称
	

	事業所の所在地
	○○県××市◇◇町◇丁目▽番地

	連絡先部署名
	

	電話番号
	△△－△△△△－△△△△

	ＦＡＸ番号
	○○－○○○○―○○○○

	Ｅメールアドレス
	○○＠○○

	責任者（管理者）役職
及び氏名
	

	開設年月日
	平成○年○月○日


３．職員の配置状況
	職　　　　　　種
	人　数
	常　勤
	非常勤

	1． 管理者
	　　　名
	名
	名

	2． 義肢装具士
	
	
	

	３．○○○○
	
	
	

	４．○○○○
	
	
	


４．販売又は修理を行う補装具及び補装具に係るサービスの内容と料金
（１）取扱種目

	取扱補装具種目
	
	骨格構造義肢
	
	眼鏡
	
	歩行補助つえ

	
	
	殻構造義肢
	
	補聴器
	
	重度障害者用意思伝達装置

	
	
	装具
	
	車いす
	
	

	
	
	座位保持装置
	
	電動車いす
	
	

	
	
	盲人安全つえ
	
	歩行器
	
	

	
	
	義眼
	
	児童用座位保持いす、排便補助具等
	
	


（２）手続き

　　①償還払いの場合
ア　ご利用者様から市町村に補装具費支給の申請を行っていただきます。（※併せて、低所得世帯の場合には、利用者負担額の減免申請を行うこともできます。）

イ　市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であるか審査し、適当であると認められた場合はご利用者様に対して補装具費の支給決定が行われます。（※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定が行われます。）

ウ　ご利用者様が市町村から補装具費の支給決定を受けた後、当社から重要事項の説明を行い、内容に合意する場合は、契約を結びます。

エ　当社は、契約に基づき補装具の購入（修理）等のサービス提供を行います。

オ　当社から補装具の購入（修理）のサービスを受けたときは、当社に対し、補装具の購入（修理）に要した費用をお支払いいただきます。（当社は、領収書を発行します。）
カ　ご利用者様は、領収書と補装具費支給券を添えて、市町村に補装具費を請求します。
キ　市町村は、ご利用者様からの請求が正当と認めた場合は、補装具費の支給を行います。
· 購入（修理）に際し、採型等が必要となる種目（義肢装具等）については、その手続きも記載すること。
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②代理受領の場合
ア　ご利用者様から市町村に補装具費支給の申請を行っていただきます。（※併せて、低所得世帯の場合には、利用者負担額の減免申請を行うこともできます。）
イ　市町村は、更生相談所等の意見を基に補装具費の支給を行うことが適切であるか審査し、適当であると認められた場合はご利用者様に対して補装具費の支給決定が行われます。（※併せて、利用者負担の減免対象者には減免の認定が行われます。）

ウ　ご利用者様が市町村から補装具費の支給の決定を受けた後、当社から重要事項の説明を行い、内容に合意する場合は、契約を結びます。

　この際、「補装具費の代理受領に係る委任状」を作成いただきます。

エ　当社は、契約に基づき補装具の購入（修理）等のサービス提供を行います。

オ　当社から補装具の購入（修理）のサービスを受けたときは、当社に対し、補装具の購入（修理）に要した費用のうち、利用者負担額をお支払いいただきます。
カ　当社は、利用者負担額に係る領収書を発行するとともに、補装具費支給券の引き渡しを受けます。

　　キ　当社は、市町村に対し、「補装具費の代理受領に係る委任状」、補装具費支給券及び利用者負担額を受領したことを証する書類を添えて、補装具費を請求します。
ク　市町村は、当社からの請求が正当と認めた場合は、補装具費の支給を行います。
· 購入（修理）に際し、採型等が必要となる種目（義肢装具等）については、その手続きも記載すること。
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（３）利用者負担額
　　市町村において補装具費の支給決定を受けた際に発行される、補装具費支給券に記載された利用者負担額となります。

（４）補装具に係るサービス
ご利用者様へ補装具を引き渡した後、身体更生相談所等の行った適合判定・検査によって、当社の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、当社の負担においてこれを改善します。
補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引き渡し後９ヶ月以内に生じた破損又は不適合は、当社の負担においてこれを改善します。
ただし、平成１８年厚生労働省告示第５２８号の別表で規定する修理基準に定める部品の交換については、交換後３ヶ月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）については、当社の負担においてこれを改善します。
５．ご利用者様の記録や情報の管理、開示
　　当社は、補装具の販売又は修理に係るご利用者様の記録や情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。

開示に際して必要な複写料などの諸費用は利用者の負担となります。

　◇　閲覧・複写できる窓口業務時間　○○：○○～○○

６．相談窓口

ご相談は以下の専用窓口で受け付けます。


 ○受付窓口（担当者）

　　　　［職名］　　○○　○○

　　　　○受付時間　　　毎週○曜日～○曜日

　　　　　　　　　　　　○○：○○～○○：○○

　　次のメールアドレスでも受け付けています。

　　　　○メールアドレス　△△△△＠△△．△△．△△

また、受付ボックスを○○に設置しています。

７．秘密の保持

　　当社は、補装具を販売又は修理するにあたって、職務上知り得たご利用者様及びその家族等の秘密については、正当な理由がある場合を除き、知り得た秘密を漏らしません。

８．重要事項の変更

　　当該重要事項説明書に記載した内容が変更された場合は、書類を交付して口頭で説明することとします。
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